
 

 

（写） 

龍ケ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月１９日 

                                               龍ケ崎市長 萩 原  勇 

 

龍ケ崎市条例第５号 

龍ケ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

龍ケ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２３年龍ケ崎市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） 

第９条    省  略 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１項、第１８条の２第１

項、第２０条第２項、同条第５項及び第２１条第２項第１号の規定の

適用については、給与条例第２条第１項中「この条例」とあるのは「こ

の条例及び龍ケ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成

２３年龍ケ崎市条例第３５号。以下「任期付職員条例」という。）第７

条の規定」と、給与条例第１８条の２第１項中「以下この条において」

とあるのは「任期付職員条例第７条第１項の給料表の適用を受ける職

員を含む。以下この条において」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の９６．２５」と、同

条第５項中「もの」とあるのは「もの及び任期付職員条例第７条第１

項の給料表の適用を受ける職員」と、給与条例第２１条第２項第１号

中「１００分の１０６．２５」とあるのは「１００分の８８．７５」

とする。 

（給与条例の適用除外等） 

第９条    省  略 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１項、第１８条の２第１

項、第２０条第２項、同条第５項及び第２１条第２項第１号の規定の

適用については、給与条例第２条第１項中「この条例」とあるのは「こ

の条例及び龍ケ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成

２３年龍ケ崎市条例第３５号。以下「任期付職員条例」という。）第７

条の規定」と、給与条例第１８条の２第１項中「以下この条において」

とあるのは「任期付職員条例第７条第１項の給料表の適用を受ける職

員を含む。以下この条において」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１２７．５」とあるのは「１００分の９７．５」と、同条第

５項中「もの」とあるのは「もの及び任期付職員条例第７条第１項の

給料表の適用を受ける職員」と、給与条例第２１条第２項第１号中「１

００分の１０７．５」とあるのは「１００分の９０」とする。 

付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


